
下妻市クーリングシェルター募集要項 
１ 趣旨 

気候変動適応法（平成３０年法律第５０号 第２１条第１項の規定により、極端な高温の
発生時に暑さをしのぐ施設として、指定暑熱避難施設（以下「クーリングシェルター」とい
う。）を市長が指定。熱中症から市民の健康を守るため、市内の公共施設や民間施設をクー
リングシェルターとして指定する。 

この要領は、クーリングシェルターの指定に協力いただける民間施設を募集するにあた
り、必要な事項を定めるものとする。 

なお、指定に当たっては、気候変動適応法第２１条第３項及び第４項の規定に基づき、協
力民間施設の管理者と協定を締結するとともに、市ホームページ等で施設情報、開放可能日
等を公表する。 
 
２ 実施内容 

熱中症対策として、以下の内容を実施する。 
（１）熱中症特別警戒アラート発表時のクーリングシェルターとしての開放および市民等

の受け入れ 
（２）熱中症特別警戒アラート発表時以外にも、涼を取るために来訪する市民等の受け入れ 
（３）空調の適切な管理 
（４）休憩用の椅子、ソファ等の準備（既設のもので可） 
（５）クーリングシェルターの場所、飲料購入場所等問合せへの対応・案内 
（６）案内物（のぼり等）による、当該施設がクーリングシェルターであることの周知 
 
３ 応募資格 

応募資格は、市内に所在する施設で、以下の要件を満たす施設。 
（１）市が指定するクーリングシェルターの運用期間中、当該施設の指定箇所を住民その他

に開放することができること（公表する開放可能日に限る）。 
（２）適切な冷房設備を有すること。 
（３）５人以上の利用者が休息できる椅子、ソファ等を有し、シェルターとして開放する部

分が、適切な空間を確保できること。 
（４）自動販売機等で飲料水の販売機能を有すること。 
（５）当該施設の指定箇所が無料で利用可能であること。 
 
４ 施設運用期間 

クーリングシェルターの運用期間は、熱中症特別警戒アラートの運用期間である４月第
４水曜日から１０月第４水曜日までの内、市が指定する期間とする。（参考：令和６年度は
７月１日から８月３１日まで）なお、開放可能日及び時間帯は施設の状況に応じるものとし、



市ホームページ等で事前に公表する。 
 
５ 募集期間 

随時受付 
 
６ 応募方法 

応募様式（別紙）に必要事項を記入の上、電子メール又は郵送で以下に提出。 
 

下妻市 環境課 環境政策係 
電子メール：kankyo@city.shimotsuma.lg.jp 
※件名に【クーリングシェルター応募】と入力 
所在地：下妻市本城町三丁目 13 番地 
電話番号：0296-43-8234 

 
７ 指定流れ 

応募様式提出後の流れ 
（１） 施設管理者と市で指定内容の協議 
（２） 協定の締結 
（３） 施設情報、開放可能日等の公表 
（４） 運用開始 
 
８ 協定の有効期間 

協定で定めた有効期間満了の１か月前までに更新をしない旨の申し出がなかった場合に
は、協定は同一の条件で１年間更新されるものとし、以後も同様とする。 
 
９ その他 

協定について疑義が生じた時や協定に定めがない事項について取り扱いを定める必要が
あるときは、その都度双方で協議して定める。 


